
行政評価委員会 

担 当 課 

政策・施策・事務事業の体系と評価の流れ 

 

政策：「総合計画」に示された市のまちづくりの基本方針。「大・中・小」の３つの項目で構成。 

施策：政策を実現するための取り組み方針。 

事務事業：施策の目的を達成するための具体的な方法・手段。 

 

【体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度に実施した事務や事業を総合計画の政策体系に沿って分類整理し、建設事業（ハード

事業）を除く事務事業（ソフト事業）について評価を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３次評価（行政評価委員会） 

構成員（副市長、教育長、総務部長、市民部長、産業部長、 

総務課長、財政課長、企画定住課長） 

                     成果、効果 

 

事務事業の総合評価（最終決定） 

 

③ 

 

④ 

公表 

ホームページ 

報告 

行政改革推進委員会 

事務事業の改善等 

２次評価（担当課長） 

                市民サービスの貢献度、事業の優先度 等 

 

１次評価（担当係長・担当者） 

                          妥当性、有効性 

効率性・公平性 

事務事業の達成状況と課題認識 

実施計画事業(ソフト事業)の全事業 

事務事業の総合評価 

 

① 

 

② 改善、統合・縮小、廃止 
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施策 
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政策評価 

施策評価 

事務事業評価 
施策を実現するための個々の手段 

政策を実現するための具体的な方策や対策 

＜ 小項目 項 ＞ 

 １ 妊娠出産支援と親子の健康 

 ⑴ 出産・育児満足の環境づくり 

総合計画 

＜ 大項目 章 ＞  

 第１章 郷土愛にあふれ 夢をかなえるひとづくり 

＜ 中項目 節 ＞ 

 第１節 0歳から 18歳までの一貫した子育てと教育の推進 


